
令和元年８月２０日号 

Vol.478 1／6

この情報は、介護保険に関する長野市からのお知らせ・お願いなどを掲載しています。
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居宅介護支援事業所 特定事業所集中減算届出書の提出について

【令和元（2019）年度前期（判定期間：平成 31 年 3 月 1 日～令和元年 8 月 31 日）】

 このことについて、次のとおりご提出をお願いします。 

１．判定期間：令和元（2019）年度前期（判定期間：平成 31 年３月１日～令和元年８月 31 日） 

２．提出が必要な事業所 

  ○いずれかのサービスについて、紹介率最高法人の割合が 80％を超えている場合 

※正当な理由の有無にかかわらず提出が必要です。 

  ○特定事業所集中減算の適用の有無が前回の判定から変更になる場合 

３．提出書類 

  ①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 

  ②特定事業所集中減算届出書（様式１） 

  ③（必要に応じて）「正当な理由」に関する添付書類（様式２～４他） 

４．提出期限：令和元年９月 13 日（金曜日） 

５．提 出 先：長野市高齢者活躍支援課介護施設担当 

６．そ の 他 

・提出書類の様式、通知等については、長野市ホームページに掲載しています。 

長野市トップページ → 組織でさがす → 保健福祉部高齢者活躍支援課 

→ 介護保険事業者の皆様へ → 指定・更新・変更・体制等に係る届出について 

→ 居宅サービス・居宅介護支援・施設サービスの介護給付費算定に係る届出 

・紹介率最高法人の割合が 80％を超えたことについて、「正当な理由」がある場合は減算となり

ませんが、長野市が審査した結果、記載された理由を不適当と判断した場合は、減算が適用さ

れることになります。 

・特定事業所集中減算届出書（様式１）は、届出の必要性の有無にかかわらず、すべての居宅  

介護支援事業所が作成し、２年間保存しなければなりません。 

                   問い合わせ先：高齢者活躍支援課介護施設担当 

ＴＥＬ：０２６－２２４－５０９４（直通）

介護職員等特定処遇改善加算について

令和元年 8 月 2 日及び 8 月 9 日に開催された介護職員等特定処遇改善加算説明会の配布資料

が長野県介護支援課のホームページに掲載されていますのでご覧ください。 

＜長野県介護支援課掲載先 URL＞ 

https://www.pref.nagano.lg.jp/kaigo-

shien/kenko/koureisha/service/jigyosha/kofukin/kasan.html

また、長野市ホームページに「特定処遇改善加算に関する賃金改善見込額積算シート」、「加算

額の見込額の算出シート」、「サービスを一体的に行っており、同一の就業規則等が適用される等

労務管理が同一と考えられ、同一の事業所とみなされる場合（特養と併設の短期入所生活介護、
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老健と併設の短期入所療養介護、老健と併設の通所リハビリテーション、通所リハビリテーショ

ンと一体的に行われている介護予防通所リハビリテーション、通所介護と一体的に行われてい

る介護予防通所介護相当サービスなど）の別紙書類２（添付書類１）の記載例」を掲載していま

すので参考にしてください。 

＜長野市ホームページ掲載先 URL＞ 

「トップページ」→「組織でさがす」→「保健福祉部高齢者活躍支援課」→「介護保険事業者の

皆様へ」→「処遇改善加算について」→「令和元年 10 月からの介護職員等特定処遇改善加算に

ついて」→「介護職員等特定処遇改善計画書について」 

http://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/kourei/430928.html

問い合わせ先：高齢者活躍支援課介護施設担当 

ＴＥＬ：０２６－２２４－５０９４（直通）

令和元年度介護保険事業所研修会（集団指導）の資料掲載について

長野県と長野市で共同開催しております介護保険事業所研修会（集団指導）について、本

年度これまでに開催した研修会での資料が長野県ホームページに掲載されました。 

なお、訪問看護及び福祉用具貸与・販売については、研修会実施後に掲載されます。 

＜長野県ホームページ掲載先ＵＲＬ＞ 

 「トップページ」→「健康・医療・福祉」→「高齢者福祉」→「介護サービス」→「市町

村・介護保険指定事業者の皆様への情報」→1 新着情報 ◆令和元年度介護保険施設・事業

者研修会について

https://www.pref.nagano.lg.jp/kaigo-

shien/kenko/koureisha/service/jigyosha/index.html

問い合わせ先：高齢者活躍支援課介護施設担当 

ＴＥＬ：０２６－２２４－５０９４（直通）

「思い出シェアプロジェクト」について 

「思い出シェアプロジェクト」は、市と清泉女学院大学とが認知症の予防や記憶障害等を緩や

かにするために連携して行っているもので、シニアの皆様から昔の写真を持ち寄ってもらい、デ

ジタル化して保存した後、市内の高齢者施設でその写真を活用した「回想法」を実施し、懐かし

い思い出を語り合うことによる効果を検証していく取り組みです。

本プロジェクトの第一ステップである「デジタル自分史作成講座」を先月開催し、その内容は、

「広報ながの８月号」の 17 ページや長野市ホームページ掲載（予定）していますので、是非ご

覧ください。

長野市ホームページ

「長野市トップページ」 → 「組織で探す」 →  

「保健福祉部高齢者活躍支援課」→ 「新着情報」 →  

「思い出シェアプロジェクトについて」 
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                 問い合わせ先：高齢者活躍支援課高齢者支援担当

ＴＥＬ：０２６－２２４－５０２９（直通）

介護サービス施設・事業所調査について

令和元年介護サービス施設・事業所調査が実施されますのでご協力をお願いします。 

詳しくは【別紙１】又は下記ホームページをご覧ください。 

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/soshiki/toukei/fukushikaigochousa.html

問い合わせ先：高齢者活躍支援課介護施設担当 

ＴＥＬ：０２６－２２４－５０９４（直通）

「男性介護者のつどい」開催のお知らせ 

長野市社会福祉協議会では、男性介護者同士の交流・情報交換の機会を提供する「男性介護者

のつどい」を実施しております。介護者の方にお気軽にご参加いただきたいので、利用者の方へ

ご案内いただきますようお願い申し上げます。【別紙２】もご覧ください。

１ 日時     令和元年９月 24 日（火）10 時から 

２ 場所     長野市ふれあい福祉センター 

３ 対象     市内在住で介護をしている男性 

４ 定員     10 人 

５ 参加費    100 円 

６ 申し込み   ９月 13 日（金）までに電話で担当までご連絡をお願いします。

 問い合わせ先：長野市社会福祉協議会 地域福祉課 

                           ℡０２６－２２７－３０３０

管内保健医療福祉関係者等研修会(感染症対策)の開催について（訂正版） 

Vol.477（令和元年８月５日号）で掲載した「管内保健医療福祉関係者等研修会(感染症対策)の
開催について」で訂正がありますのでお知らせします。

訂正箇所は以下のとおりです。【別紙３】もご覧ください。

 【訂正箇所】３ 内容 （２）情報提供 の午後の部の時間 

  （誤）１３時５０分～１５時２０分     （正）１４時５０分～１５時２０分 

                 問い合わせ先：長野市保健所健康課 感染症対策担当 

                           ℡０２６－２２６－９９６４
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【要介護・要支援認定者状況】 （令和元年７月末日現在 地区別認定者数：21,373 人） 

地 区 名 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合 計 

第１地区 66 64 113 45 44 45 32 409 

第２地区 145 99 215 96 82 103 69 809 

第３地区 95 82 171 87 61 74 48 618 

第４地区 22 33 53 33 27 29 20 217 

第５地区 45 36 69 30 16 29 18 243 

芹田地区 163 161 264 136 92 123 79 1,018 

古牧地区 153 132 289 147 139 126 71 1,057 

三輪地区 222 160 283 140 122 115 92 1,134 

吉田地区 144 131 240 103 86 93 81 878 

古里地区 92 84 124 76 73 83 56 588 

柳原地区 65 48 91 39 35 38 19 335 

浅川地区 73 45 107 56 40 59 37 417 

大豆島地区 77 74 122 60 67 68 41 509 

朝陽地区 111 93 183 99 74 105 70 735 

若槻地区 200 156 269 172 130 177 106 1,210 

長沼地区 20 16 43 22 20 32 21 174 

安茂里地区 228 185 291 153 100 124 82 1,163 

小田切地区 15 15 22 11 17 17 3 100 

芋井地区 31 11 49 18 24 26 19 178 

篠ノ井地区 378 349 533 266 224 343 218 2,311 

松代地区 233 205 284 143 116 213 131 1,325 

若穂地区 111 119 140 87 61 91 72 681 

川中島地区 215 205 309 165 126 165 103 1,288 

更北地区 281 212 356 195 152 215 140 1,551 

七二会地区 40 21 36 19 26 32 22 196 

信更地区 34 37 45 38 20 26 12 212 

豊野地区 82 75 153 88 71 86 45 600 

戸隠地区 33 15 85 38 35 55 38 299 

鬼無里地区 30 14 43 18 17 21 20 163 

大岡地区 43 10 39 14 8 6 9 129 

信州新町地区 113 36 97 41 57 43 39 426 

中条地区 54 28 63 29 19 25 19 237 

市 外 10 9 33 15 27 47 22 163 

合計 

(現存者) 
3,624 2,960 5,214 2,679 2,208 2,834 1,854 21,373 
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今後も必要に応じ、「長野市介護保険フレッシュ情報」を作成し、居宅介護支
援事業者・居宅サービス事業者・介護保険施設の皆さんに必要情報をお知らせ
していく予定です。 
業務を行うに当たり、ご不明な点などがありましたら、介護保険課まで電話

またはＦＡＸ、Ｅメールでお気軽にお問い合わせください。

《 問い合せ先 》長野市保健福祉部 介護保険課 サービス担当 
電    話： 026-224-7871（直通）/ Ｆ Ａ Ｘ： 026-224-8694
Ｅメール： kaigo@city.nagano.lg.jp


